
 

 

 

 

 

 

 

  

 

10月24日の第115回中央委員会において、県人勧を踏まえた賃金課

題、人員不足解消・職場改善に向け、確定闘争の方針が決定した。

10月28日の地公共闘人事課総括課長交渉を皮切りに、11月11日の総

務部長交渉までの取り組みが私たちの賃金・職場環境の改善を決定

する重要な期間である。11月２日の地公共闘人事課総括課長交渉が

賃金確定のヤマ場であり、交渉押上げのため、県庁座り込み配置を

計画している。確定闘争の課題を共有し、取り組みに結集しよう。 

 

 

 

 

 

 

確定闘争の要求を押し上げるべく、知事あて大

型ハガキ署名に取り組むことにしている。11月11

日の総務部長交渉に提出する予定だ。職場の一言

要求欄に組

合員の切実

な声を当局

に投じるこ

とができる。

組合員をは

じめ多くの

職員（臨時

職員含む）

の署名によ

り当局に私

たちの声を

突き付けよ

う。 

 

 

 

【賃金課題】（地公共闘課題） 

・月例給・一時金の勧告どおりの改定 

・「給与制度の総合的見直し」阻止・生涯賃金の維持 

・高齢層職員の勤務意欲が維持・向上のための賃金改

善 

・通勤手当の自己負担解消（新幹線通勤者等） 

・単身赴任手当・住居手当等の改善 

【県職労独自課題】 

・高齢層職員の勤務意欲向上策(上位級への昇格運用

実施など) 

・欠員の早期解消、業務実態を踏まえた人員確保、来

年開催の国体での大規模動員の処遇改善 

・超過勤務手当の完全支給（超勤予算確保等） 

・任期付職員の処遇改善（５年目の任期を迎える職員

の任期の定めのない職員への採用） 

・再任用希望者全員の確保（雇用と年金の接続） 

・ハラスメント対策の充実（管理職の指導強化、相談

窓口の明確化等） 

「職場の一言要求」に各分会での要

求事項や組合員の生活・職場改善の

切実な声を自由に記載しよう！ 
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確定闘争がスター

ト！知事あて「大

型ハガキ」署名に

支部・分会を挙げ

て取り組み、最大

限集約しよう。 
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 臨時国会の開会を巡って与野党で攻防が行われているが、このことが私たちの賃金改善に重要な影響

を与えている。国の人勧を反映した給与法改正案の成立目途がたっていないため、総務省は「地方公務

員の給与決定に当たっては、国家公務員給与も考慮事項の１つ。国の給与法改正を待って行うべき」と

し、各地方自治体に不当な指導を行っている。こうした情勢もあり、今年のプラス改定も不透明だ。 

 この問題を巡り、10月22日県議会決算特別委員会総務部審査で、小西和子県議（県職労推薦）が「県

の判断として12月議会で条例を提案すべき」と当局に追及。菊池人事課総括課長は「国に準じて改定す

るのが原則。国の改正動向を注視していく」とし、対応を明らかにしなかった。 

 早期改定実施を求め、確定闘争でも引き続き当局の姿勢を追及していく。 

 

 

 

 

 

 

現業評議会（議長：遠藤哲美・管財課

分会）は10月23日、現業退職者の完全補

充を求めて当局の基本姿勢を確認すべく、

人事課総括課長との交渉を行った。今年

度末で退職者が発生する４公所の再任用

希望者の任用継続と再任用を希望しない

場合の新規採用の確保を強く求めた。ま

た、畜産研究所、農業大学校をはじめ多

くの現業職場で業務量に見合った人員が配置されていないことから、人員確保を強く求

めた。また、各支部代表者からも厳しい職場実態の改善を訴えた。 

 

菊池人事課総括課長は、「再任用を希望する職員には最大限配慮

する。再任用を希望しない時は新規採用となるが、まさに来年度

の組織・人員体制を検討中だ。各所属の意見も聞きながら対応を

検討していく」と回答し、再任用希望者の任用は一定の回答を得

たものの、新規採用者の補充及び更なる人員確保は今後の主管室

課の交渉の押上げが重要となることが明らかとなった。 

現業評議会では、今回の交渉での回答を踏まえ、今後、完全補充はもとより、人員不

足解消を強く求めるべく、11月上旬の主管室課交渉に臨む。 

《現 業 評》今年度末で定年退職となる技能員２人、運転技士２人の補充の考えは。希望者全員を再任

用とし、再任用を希望しない場合は新規採用者の確保を求める。 

【人事課長】再任用希望者には最大限配慮したい。再任用を希望しない場合には新規採用者の確保とな

るが、来年度の組織・人員体制を検討中だ。主管部局の意見を聞きながら対応を検討したい。 

交渉に臨む現業評交渉団 

回答する菊池人事課長 


